
大和市市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和２年３月３０日 

大和市長 大 木  哲 

大和市規則第１９号 

大和市市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則 

大和市市営住宅条例施行規則（平成９年大和市規則第３８号）の一部を次のように改正する。 

目次中「第３１条」を「第３０条」に、「第３２条―第４４条」を「第３１条―第４３条」に、

「第４５条―第４９条」を「第４４条―第４８条」に改める。 

第１条中「第７４条」を「第７３条」に改める。 

第７条第２項中「提出」を「提出し、」に改める。 

第１２条第２項を削る。 

第１３条を削り、第１４条を第１３条とする。 

第１５条第１項第３号中「第１９条第２項」を「第１８条第２項」に改め、同条第２項中「第１９

条第３項」を「第１８条第３項」に改め、同条を第１４条とする。 

第１６条第２項中「第１９条第１項」を「第１８条第１項」に改め、同条を第１５条とし、第１７

条を第１６条とし、第１８条から第２４条までを１条ずつ繰り上げる。 

第２５条第１項中「第１９条第１項」を「第１８条第１項」に改め、同条第２項中「第１９条第

２項」を「第１８条第２項」に改め、同条を第２４条とする。 

第２６条第１項中「第１９条第１項」を「第１８条第１項」に改め、同条第２項中「第１９条第

２項」を「第１８条第２項」に改め、同条を第２５条とし、第２７条を第２６条とし、第２８条か

ら第３１条までを１条ずつ繰り上げる。 

第３２条中「第４４条」を「第４３条」に改め、第３章中同条を第３１条とし、第３３条を第３２

条とし、第３４条から第４４条までを１条ずつ繰り上げる。 

第４５条中「第７１条第１項」を「第７０条第１項」に改め、第４章中同条を第４４条とする。 

第４６条中「第７２条第３項」を「第７１条第３項」に改め、同条を第４５条とし、第４７条を

第４６条とし、第４８条を第４７条とし、第４９条を第４８条とする。 

別表第３第６号様式の項を削り、同表中「第７号様式」を「第６号様式」に、「第１４条」を

「第１３条」に、「第８号様式」を「第７号様式」に、「第１５条」を「第１４条」に、「第９号

様式」を「第８号様式」に、「第１０号様式」を「第９号様式」に、「第１１号様式」を「第１０

号様式」に、「第１６条」を「第１５条」に、「第１２号様式」を「第１１号様式」に、「第１３

号様式」を「第１２号様式」に、「第１４号様式」を「第１３号様式」に、「第１８条」を「第１７



条」に、「第１５号様式」を「第１４号様式」に、「第１９条」を「第１８条」に、「第１６号様

式」を「第１５号様式」に、「第１７号様式」を「第１６号様式」に、「第１８号様式」を「第１７

号様式」に、「第１９号様式」を「第１８号様式」に、「第２０条」を「第１９条」に、「第２０

号様式」を「第１９号様式」に、「第２１号様式」を「第２０号様式」に、「第２２号様式」を

「第２１号様式」に、「第２１条」を「第２０条」に、「第２３号様式」を「第２２号様式」に、

「第２３条」を「第２２条」に、「第２４号様式」を「第２３号様式」に、「第２４条」を「第２３

条」に、「第２５号様式」を「第２４号様式」に、「第２６号様式」を「第２５号様式」に、「第

２５条」を「第２４条」に、「第２７号様式」を「第２６号様式」に、「第２６条」を「第２５

条」に、「第２８号様式」を「第２７号様式」に、「第２７条」を「第２６条」に、「第２９号様

式」を「第２８号様式」に、「第３０号様式」を「第２９号様式」に、「第２８条」を「第２７

条」に、「第３１号様式」を「第３０号様式」に、「第３２号様式」を「第３１号様式」に、「第

３０条」を「第２９条」に、「第３３号様式」を「第３２号様式」に、「第３１条」を「第３０

条」に、「第３４号様式」を「第３３号様式」に、「第４５条」を「第４４条」に、「第３５号様

式」を「第３４号様式」に、「第４６条」を「第４５条」に、「第３６号様式」を「第３５号様

式」に、「第４８条」を「第４７条」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この規則の施行の際、現に作成されている用紙が残存する間は、必要な補正をして引き続き使

用することができる。 


